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船舶インシデント調査報告書 

 

                              令和３年１２月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和３年５月１６日 １０時００分ごろ 

発生場所 神奈川県鎌倉市由比
ゆ い

ケ浜 

 葉山港Ａ防波堤灯台から真方位３２１°１.８６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１８.５′ 東経１３９°３２.５′） 

インシデントの概要  プレジャーボートまりりん丸は、錨泊中、走錨して砂浜に座洲した。 

インシデント調査の経過  令和３年６月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート まりりん丸、４.５トン 

 ２３０－５５７７１埼玉、個人所有 

 ８.５７ｍ（Lr）×３.１５ｍ×１.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２３４kＷ、平成２９年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年６月１２日 

  免許証交付日 平成２９年６月１２日 

         （令和４年６月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約５～６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、波向 南南西、潮汐 下げ潮の中央期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、クルージングの目的で、令和３年５

月１６日０５時００分ごろ神奈川県藤沢市江の島に向けて東京都江東区

所在のマリーナを出航した。 

 船長は、神奈川県三浦市沖を通過して相模湾を北北西進していたとこ

ろ、出航が早かったこともあって眠気を催したので、途中で錨泊して仮

眠することとし、０８時３０分ごろ、由比ケ浜の南方沖、水深約３～４

ｍのところで船首から錨を投下して錨索を約２０～２５ｍ延出した後、

錨が効いていることを確認し、本船の船首を南方に向けて錨泊を開始し

た。（写真１参照） 
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 船長は、操舵室船首側の船室で横になったのち約１０～１５分おきに

何度か起き上がって走錨していないことを確認し、その後同室で仮眠を

始めたところ、１０時００分ごろ船底を擦る音で目を覚まして周囲を確

認し、本船が船尾側から由比ケ浜の砂浜に乗り揚げているのを認めた。 

 本船は、船長が、機関を始動して離脱を試みたものの脱出できず、ボ

ートレスキューサービス（ＢＡＮ：Boat Assistance Network）に救助を

要請するとともに海上保安庁に通報し、１８時０９分ごろ潮位が上昇し

たのちＢＡＮの救助艇に引き出され、自力で航行して近隣のマリーナに

入港した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、船尾喫水が約０.９ｍであり、船首にダンフォース型アンカ

ーを備え、同アンカーは、シャンク、フリューク及びストックの長さが

それぞれ約６０cm、約３５cm及び約５５cmで、重量が約１０～１５kgで

あった。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、クルージングの際、時折、錨泊して仮眠することがあった

が、由比ケ浜沖で錨泊するのは初めてであった。 

 海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（令和２年３月刊行）によれ

ば、由比ケ浜沖について、次のとおり記載されている。 

 逗子湾（新宿湾）（35°17′Ｎ 139°33′Ｅ）は、陸風のときに船舶

の仮泊地となるだけであり、由比ケ浜の前面は、海底が悪く錨地に適さ

写真１ 本船 

錨 

写真２ 本船の錨 

シャンク 

フリューク 

ストック 
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ない。 

 船長は、錨泊を始める頃、南寄りの風が約１～２m/s、南方からのう

ねりが高さ約０.５ｍであったが、本インシデント時、風も強く、波も

高くなっていることに気付いた。 

 船長は、本インシデント後、定期的に走錨していないことを確認した

ので、錨の爪がしっかりと海底に掛かっていると安心し、思った以上に

長く寝てしまったと思った。 

 船長は、本インシデント当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、由比ケ浜南方沖で錨泊中、錨泊開始時よりも風及び波が増強

している状況下、船長が走錨していることに気付かなかったことから、

南寄りの風及び波により北方に圧流され、由比ケ浜の砂浜に座洲したも

のと考えられる。 

 船長は、錨泊を開始した後、何度か走錨の有無を確認していたとこ

ろ、走錨していないことに安心し、その後、走錨の有無を確認せずに仮

眠を続けたことから、本船が走錨していることに気付かなかったものと

考えられる。 

 本インシデント発生場所付近の海底は、低質が悪く、錨地に適さなか

ったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、由比ケ浜南方沖で錨泊中、錨泊開始時よ

りも風及び波が増強している状況下、船長が走錨していることに気付か

なかったため、南寄りの風及び波により北方に圧流され、由比ケ浜の砂

浜に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えら

れる。 

 ・船長は、錨泊中、走錨を早期に発見できるよう、気象及び海象の変

化に留意して定期的に船位の確認を行うこと。 

 ・船長は、錨泊する場合、底質等を調査の上、風波の影響が少なく錨

かきのよい、安全な錨地を選択すること。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インシデント発生場所 
（令和３年５月１６日 
１０時００分ごろ発生） 

葉山港Ａ防波堤灯台 

本船が錨泊を 
開始した場所 

神奈川県 

江の島 

鎌倉市 

逗子市 

藤沢市 

鎌倉市 

三浦市 

相模湾 


